
○農　 業　：　A重油 ・ 灯油
○漁　 業　：　A重油 ・ 軽油 ・ ガソリン ・ その他の燃油（車両を除く）

○農   業　：　令和３年11月から令和４年４月まで　　６箇月間
○漁   業　：　令和３年４月から令和４年３月まで　　四半期単位　１２箇月間　　

○農   業　：　４３８，１８５，５００円　(ＪＡたまな（市内在住者）７５６名　ＪＡ大浜　９７名)
○漁　 業　：　  ３４，３９８，４４９円　岱明漁協　１８名　滑石漁協　９名　大浜漁協　２３名　横島漁協　２名　 計５２名
  合   計  ：  ４７２，５８３，９４９円

各構築事業の補填額

50% 50%

国費 農漁業者の積立額　１５７，５２８，０００円

　農林水産政策課　７５－１１２６

〇農漁業者：　補填額（国費50％＋農業者及び漁業者積立額50％）のうち
                   農漁業者の積立額に対し３分の１以内を補助

玉名市農水産業燃油価格緊急補填事業補助金

施設園芸セーフティネット構築事業及び漁業経営セーフティーネット構築事業に加入した時点で市内に住所又は事業所を
置き、国の価格補填を受けた方。農協や漁協あるいは農水産業者で組織する任意団体。

　  燃油価格が一定の基準（発動基準価格）を上回った場合に、国と農漁業者で積立てた資金（負担割合は１：１）から、その差額に補填の対象と
なる燃油の数量を乗じた補填金を交付します。

　 農業及び漁業の生産活動に不可欠な各種燃油の高騰が生産者の経営安定に大きな影響をもたらしている。
 　このため、本市独自の時限的かつ緊急的な支援策として、現行の国の支援策である農業者向けの施設園芸セーフ
ティネット構築事業及び、漁業者向け漁業経営セーフティーネット構築事業の追加補填として燃油代の一部を補助す
ることで、農水産業者の経営安定化を図ります。
　※　セーフティーネット支援内容

※　漁業経営セーフティーネット構築事業では、漁業者ごとに納入
　　 している積立総額が異なるため、それぞれの積立総額に応じた
     金額が上限となります。
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